
別紙 

第１３回全体会：条例に盛り込むべき事項に関するグループワーク結果 

班名 Ａ班 Ｂ班 

テーマ１ 町民の権利と責務 

権利 ・ 健やかに生きる（権利） 

・ 知る（権利） 

・ 参加する（権利） 

・ 学ぶ（権利） 

（根底に：働くこと） 

・ 町政に参画する権利 

・ まちづくりに参加する権利 

・ 町民の生命と健康が守られる権利 

・ 行政サービスを受ける権利 

・ 知る権利 

 

責務 

(役割) 

・ まちづくりに積極的に主体的に参加する 

・ コミュニティに積極的に参加 

・ 町に自信と誇りを持つ 

・ 高齢者が持つ伝統技術を伝える 

・ 働いて町の経済活動に貢献する 

・ まちづくりに意欲を持ち参加する 

・ まちの課題を認識し住民自ら考える 

・ 地域経営の視点を持つ 

・ 生命尊重の視点を持つ 

・ 聞く力と発信力を高める 

・ 地域文化を愛し誇りを持つ 

行政の役割と責務 議会（議員）の役割と責務 テーマ２ 

・ 住民の生命と健康を守る 

・ 町の進むべき方向を示し町民を誘導する 

※ アドバイザー高橋先生の意見 

  「町民の進むべき方向を示す」はいいが、「誘導する」

はそぐわないのではないか。 

・ 積極的に情報を公開する 

・ 住民の意見を聞く 

・ 人材を育てる 

・ ヤル気のある住民を支援する 

《議会の役割と責務》 

・ 議会の役割と責務 

・ 町民の視点から行政をチェックする 

・ 議会活動に対して第３者のチェックを

受ける 

・ 積極的な情報公開 

・ 議会基本条例に、町民参加のしくみを

明記する 

・ 住民の声を聞きながら積極的に議員立

法をつくる 

・ 町民と本音で議論する 

《議員の役割と責務》 

・ 議員の役割と責務 

・ 研鑽を重ね自らの政策能力高める 

・ 個々の議員の心がまえ(モラル) 

・ 町民全体の代表者としての自覚を

持つ 

 


